
プロジェクトチ－ムの派遣★
中⼼市街地・商店街等診断・サポート事業（パッケージ型⽀援） ※最⼤3事業年度まで継続利⽤が可能です。

※ご利⽤には公募期間での応募（申込）が必要で
す。審査委員会における審査をもって採択を決
定します。

無 料

無 料専門家の巡回支援★
※最⼤３⼈⽇/年度までご利⽤可能です。
※ご利⽤には申込が必要です。
※事前に相談内容をお伺いする場合があります。

中⼼市街地・商店街等診断・サポート事業（巡回型⽀援）

独⽴⾏政法⼈中⼩企業基盤整備機構（中⼩機構）は、中⼼市街地の活性化に関する法律（中⼼市街地活性化法）
第15条第7項の規定に基づいた中⼼市街地活性化協議会等からの協⼒の求めに応じるため、多様な⽀援策の提供
及び中⼼市街地活性化協議会⽀援センターの運営を⾏っています。

★ アドバイザ－の派遣
中⼩企業アドバイザー（中⼼市街地活性化）派遣事業

あなたのまちをサポートします

★ 中⼼市街地活性化協議会⽀援センターのご案内

３人日/年度まで 無料
※中⼼市街地活性化法に基づく基本計画の認定地
域は５⼈⽇まで無料です。

※有料派遣を含め最⼤10⼈⽇までご利⽤可能です。
※ご利⽤には申込が必要です。採択会議における
審査をもって採択を決定します。協議会等訪問★

基盤事業（中⼼市街地活性化協議会オブザーバー参加等）

ご利⽤（お申込み）頂けるのは
専⾨家の巡回⽀援、 プロジェクトチームの派遣：

・エリア価値の向上に取り組む商店街等組織（まちづくり会社等を含みます）
・中⼼市街地活性化法による活性化を検討する商⼯会議所・商⼯会、まちづくり会社等の組織
アドバイザーの派遣：

・中⼼市街地活性化基本計画に掲載もしくは掲載⾒込みの事業もしくは
中⼼市街地活性化に特化した独⾃計画の関連事業に取り組む中⼼市街地活性化協議会

詳しくは次ページ以降へ

をめざすまちのための商店街等

活性化

中心市街地

活性化
エリア価値向上による

商店街等向け

商店街等向け

中⼼市街地活性化協議会向け

中⼼市街地活性化協議会向け

★★

★



専門家の巡回支援 ３人日まで 無料
中⼼市街地・商店街等診断・サポート事業（巡回型⽀援）

１

よくある お問い合わせ

・外部の専門家から意見を伺いたい…

・将来に向けて商店街の方向性を悩んでいる…

まずは ご相談ください！

地域担当の専⾨家をあなたの街に派遣します。地域課題
等に対し、半⽇程度のアドバイスや説明会にご利⽤でき
ます。
※最⼤３⼈⽇/年度までご利⽤可能で、0.5⼈⽇単位で
ご利⽤できます。

どうしたら 商店街は活性化するの？
わたしたちの街の 「強み」 は何だろう？
他の街は どうしてるの？

無 料

巡回支援の相談（課題）例
・商店街イベントのあり方・進め方
・公共空間・まちなか広場の利活用
・回遊促進策とその推進
・プレイヤーや人材の発掘・巻き込み
・まちづくり会社の設立・運営 等

商店街等→機構等 初期相談＜推奨＞

商店街等 様式ダウンロード・記⼊

商店街等→機構 申込書提出

機構 採択審査

機構→商店街等 決定通知
※専⾨家調整等により実施まで⽇にちを要する場合があります。

決定までの流れ（概ね1か⽉）※ 随時受付

関係者で一緒に話を聴く。
思ったことを発言してみる｡
そこから 解決の糸口が見つかるかも
しれません。

あなたのまちをサポートします

プロジェクトチ－ムの派遣
中⼼市街地・商店街等診断・サポート事業（パッケージ型⽀援）

無 料２

活性化推進に必要な複数の分野の専⾨家等によるチームを編成し、
複数年にわたる⽀援により、あなたの街のプロジェクトを磨きあ
げます。

エリア価値の向上など⼤きな課題に対し、プロジェクトチ−
ムが⽀援します。
※計画等進度により最⼤3事業年度まで継続利⽤が可能です。
※ご利⽤には審査委員会での審査があります。

パッケージ型支援の実施例

・商店街のエリア価値向上に向けたビジョン策定

・空き店舗活用によるリノベーションまちづくり

・再開発事業に伴う周辺エリアの回遊性創造

・中心市街地活性化協議会の組成準備 等

まちづくりは

手間と時間のかかる仕事。

一緒に考え 一緒に解決しながら

一歩一歩 実現に近づけていきます。

ご利⽤（お申込み）頂けるのは
・エリア価値の向上に取り組む商店街等組織・まちづくり会社等
・中⼼市街地活性化法による活性化（基本計画の策定・更新）を検討する
市区町村の地域組織（商⼯会議所・商⼯会・まちづくり会社等）です。

商店街等 様式ダウンロード・記⼊・資料作成

商店街等→機構 申込書・実施企画書

機構→審査委員会 採択等審査

機構→商店街等 採択通知
※応募期間は中⼩機構のホームページに掲載します。

採択までの流れ（令和６年度の応募期間は４〜6⽉頃予定※）

ご利⽤（お申込み）頂けるのは
・エリア価値の向上に取り組む商店街等組織・まちづくり会社等
・中⼼市街地活性化法による活性化（基本計画の策定・更新）を検討する
市区町村の地域組織（商⼯会議所・商⼯会・まちづくり会社等）です。

商店街等向け

商店街等向け

商店街等←中⼩機構等 事前ヒアリング

機構→商店街等 ヒアリング ※必要に応じて実施



アドバイザ－の派遣
中⼩企業アドバイザー（中⼼市街地活性化）派遣事業

あなたのまちをサポートします

協議会運営、基本計画及び中⼼市街地の状況や課題把握
等のため、訪問活動等をしています。
まちづくりのこと、なんでもご相談ください。
※オンラインでのご相談にも対応しています。

地域の取り組みを
聞いてほしい…

お会いして
お話をお聞きします！

お知らせください。
電話やメールでは伝えにくいこともあります。
まちの様⼦を観察しないと分からないことも。
職員ができる限り現地にお伺いしてお話をお聞きしています。
また「遠いから…」と遠慮なさらずお声がけください。

お気軽にご相談ください。 中小機構 高度化事業部 まちづくり推進室

協議会等訪問

TEL. 03-5470-1632 E-mail machi-support1@smrj.go.jp

まちづくりの取り組み、協議会の取り組みを教えてください。

ご利用の手引き・申込書式をウェブサイトに掲載しています。
URL   https://www.smrj.go.jp/supporter/urban_vitalization/index.html

中小機構 まちづくり

基盤事業（中⼼市街地活性化協議会オブザーバー参加等）

３

４

協議会総会等の開催案内（オブザーバー依頼等）
協議会からのお電話等
機構からのお電話等

協議会等訪問までの流れ

合意形成、計画策定、テナントミックス…
あなたの街の課題解決を 全国の各分野の
専門家が支援します。

思い悩むより その分野のプロに
訊くのが課題解決への早道です。
お気軽にご相談ください。

よくある街の課題

・需要はあるか？ 投資規模は適正か？

・運営リスクは何か？ 返済は大丈夫か？

・計画を振り返り、どう改善していけばよいか？

・街をどのように活性化していけばよいか？

・まちづくりの担い手を増やすには？

・まちづくり会社をどう活用していけばよいか？

各分野の専⾨家を半⽇〜１⽇単位で最⼤３⼈⽇/年度派遣します。
計画的に複数回派遣することも可能です。
※中⼼市街地活性化法に基づく基本計画の認定地域は５⼈⽇まで無
料です。

※有料派遣を含め最⼤10⼈⽇までご利⽤可能です。
※有料派遣分もご利⽤しやすい料⾦設定をしています。
※商店街及び個店の誘客を⽬的とした事業⼿法のテーマについては
利⽤制限があります。

アドバイザー派遣の実施例

・空き店舗対策の仕組みづくり

・事業の振り返りと次年度企画への助言

・再開発ビルのテナント管理とルール作り

・ご当地食堂モデルの事業化検討

協議会→機構等 初期相談＜推奨＞

協議会 様式ダウンロード・記⼊

協議会→機構 派遣希望計画書・第１回派遣申込書

機構 採択会議

※アドバイザー調整等のため第１回派遣まで⽇にちを要する場合があります。

採択･決定までの流れ（概ね１か⽉）※ 随時受付

３人日/年度まで 無料

ご利⽤（お申込み）頂けるのは
中⼼市街地活性化基本計画に掲載もしくは掲載⾒込みの事業
もしくは中⼼市街地活性化に特化した独⾃計画の関連事業に
取り組む中⼼市街地活性化協議会です。

機構→協議会 採択通知・決定通知

訪問先は
中⼼市街地活性化基本計画に掲載もしくは掲載⾒込みの事業
もしくは中⼼市街地活性化に特化した独⾃計画の関連事業に
取り組む中⼼市街地活性化協議会です。

中⼼市街地活性化協議会向け



中⼼市街地活性化協議会⽀援センターのご案内
中⼼市街地活性化協議会⽀援センターは、中⼼市街地活性化法第15条第7項及び第8項の規定に関連し、経済
産業省・中⼩企業庁並びに⽇本商⼯会議所、全国商⼯会連合会、全国中⼩企業団体中央会、全国商店街振興
組合連合会の4団体及び中⼩企業基盤整備機構により、各地の中⼼市街地活性化協議会を⽀援するため
の組織として2006（平成18）年に中⼩企業基盤整備機構内に設置されました（事務局：まちづくり推進室）。

★ ウェブサイト 「まちかつ」 の運営

★ 協議会ネットワークの構築支援

★ 協議会の設立・運営等に関する相談対応

さまざまな中⼼市街地活性化の課題解決のヒントとなるまちづくり事例、商店街等活性化事例、関連する補助⾦等の施策情
報を掲載しています。
また、メールマガジンを配信しています。

https://machi.smrj.go.jp/

協議会や商店街等の交流、活動促進のため、全国・地域ブロック規模の交流会や勉強会を開催しています。

メール・電話等による中⼼市街地活性化協議会の設⽴・運営に関する⼿続きや事例紹介など、相談対応しています。

★ YouTube まちかつチャンネルの運営
協議会・まちづくり会社のインタビュー動画を掲載しています。 https://www.youtube.com/channel/UCQg3zHqFvMr4yH2U7gIxUWQ

メルマガ登録歓迎★

チャンネル登録歓迎★

このパンフレットのお問い合わせは
〒105-8453 東京都港区虎ノ門3-5-1 虎ノ門37森ビル

独立行政法人 中小企業基盤整備機構

高度化事業部 まちづくり推進室

TEL.03-5470-1632 FAX. 03-3578-3372
E-mail machi-support1@smrj.go.jp
URL     https://www.smrj.go.jp/supporter/

urban_vitalization/index.html

〒105-8453 東京都港区虎ノ門3-5-1 虎ノ門37森ビル

独立行政法人 中小企業基盤整備機構内

中心市街地活性化協議会支援センター

直通TEL.03-5470-1623
（年末年始・祝日を除く月～金 10:00～17:00)

E-mail kyogikai@smrj.go.jp
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